
第 ３ 号 議 案

令和５ 年４ 月 27日  
任 用 給 与 課 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正について 

東京都知事より申請のあった標記の件について、申請（別添）のとおり承認する。 
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東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例附則第３項の規定が効力を失う日を規則で定める必要  

があるため、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内 容 

新型コロナウイル

ス感染症に係る業

務に従事した場合

の防疫等業務手当

に関する規定の失

効する日

本体附則第４項 

（新設） 

【新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の特例の失効する日】 

「条例附則第４項に規定する日は、令和５年５月７日とする。」 

文 言 整 備 

本体附則第５項 

第６項 

【規定新設に伴う項ずれ】 

〇 附則第４項 → 附則第５項 

〇 附則第５項 → 附則第６項 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和５年５月２日予定） 

【参考】 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例（抜粋） 

（防疫等業務手当に関する措置） 

附則第３項 

 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和２年１月に、中華

人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)

であるものに限る。)に係る業務(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に従事した場合の

防疫等業務手当の支給については、第６条第１項第１号中「又は」とあるのは「予防接種を行う業務に従

事したとき、又は」と、同条第２項第１号中「７２０円」とあるのは「５千円」と読み替えて、同条の規

定を適用する。 

附則第４項 

 前項の規定は、令和５年５月７日までの間で人事委員会の承認を得て規則で定める日限り、その効力を

失う。ただし、同日までに同項に規定する業務に従事したことにより支給することとなった防疫等業務手

当で、同日後に支給するものについては、同項の規定は、同日後も、なお効力を有する。 
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５総人制第１１５号 

令和５年４月２４日 

東京都人事委員会 殿 

東 京 都 知 事 

小 池  百 合 子 

（ 公 印 省 略 ） 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

このことについて、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例（平成９年東京都条例第12号。以下

「条例」という。）附則第３項の規定が効力を失う日を規則で定める必要があるため、条例附則第４

項の規定に基づき、承認方申請します。 

記 

１ 改正する規則 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成９年東京都規則第51号） 

２ 改正理由 

条例附則第３項の規定が効力を失う日を定める必要があるため 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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